
電子契約（クラウドサイン）
事業者用利用マニュアル
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1.電子契約を利用するには

電子契約利用申出書の提出が必要です。

公告日から入札書の提出期限までの間に
ご提出をお願いいたします。
（専用フォームにて）

2



2.電子契約サービス操作方法

橿原市がクラウドサインを通じて契約書を送信します。
事業者にはクラウドサインからメールで確認依頼が届きます。
【書類を確認する】ボタンを押します。
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2.電子契約サービス操作方法

契約書の内容を確認します。
問題がなければページ下部の【書類の内容に同意】ボタンを押します。
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2.電子契約サービス操作方法

【同意して確認完了】ボタンを押します。

5



2.電子契約サービス操作方法

電子署名が付与されたＰＤＦファイルの契約書が添付※されたメールが届きます。

※ファイルが６ＭＢ以下の場合
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2.電子契約サービス操作方法

ファイルが６ＭＢを超える場合、ダウンロードＵＲＬが届きます。
ＵＲＬへのアクセス期限は１０日間です。
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３.署名確認方法

ダウンロードしたＰＤＦファイルをAdobe Acrobat(ReaderやDC)で開くと上部に
「署名済みであり、すべての署名が有効です。」と出ます。
【署名パネル】を押すと、署名情報を見ることができます。
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４.クラウドサインフリープラン（無料）への登録をオススメします

クラウドサインに登録すると締結済みの契約書を一元管理できます。
新規登録より、電子契約で利用したメールアドレスで登録してください。
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４.クラウドサインフリープラン（無料）への登録をオススメします

書類の検索やダウンロードがいつでもできます。また契約書を印刷した際に
締結済みであることを証明する合意締結証明書のダウンロードも可能です。
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５.よくある質問

Ｑ Ａ

事業者側もクラウドサインとの契約が必
要ですか？

不要です。フリープラン（無料）に登録
しておくと便利です。

インストールなどの事前準備は必要です
か？

不要です。

締結後の書類はどう保管すればいいです
か？

印刷物ではなく、ＰＤＦファイルが原本
となります。ＰＤＦファイルを保管して
ください。この点もフリープランに登録
しておくと便利です。

ＰＤＦの契約書の編集は可能ですか？ ファイル名変更は可能ですが、中身を変
更すると電子署名は無効になります。

電子契約締結の社内運用フローを考える
必要がありますか？

契約の方式が紙ハンコ➡メールに変わる
だけ。フローが大きく変わることはあり
ません。
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